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【誤訳訂正書】
【提出日】平成29年12月18日(2017.12.18)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００６９
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００６９】
　「合成ナノキャリアの最大寸法」は、合成ナノキャリアのいずれかの軸に沿って測定さ
れるナノキャリアの最大寸法を意味する。「合成ナノキャリアの最小寸法」は、合成ナノ
キャリアのいずれかの軸に沿って測定されるナノキャリアの最小寸法を意味する。例えば
球状合成ナノキャリアでは、合成ナノキャリアの最大および最小寸法は実質的に同一であ
り、その直径のサイズである。同様に立方体合成ナノキャリアでは、合成ナノキャリアの
最小寸法は、その高さ、幅または長さの内最小のものである一方、合成ナノキャリアの最
大寸法は、その高さ、幅または長さの内最大のものである。一実施形態では、サンプル中
の合成ナノキャリアの総数を基準にして、サンプル中の少なくとも７５％、好ましくは少
なくとも８０％、より好ましくは少なくとも９０％の合成ナノキャリアの最小寸法は１０
０ｎｍを超える。実施形態では、サンプル中の合成ナノキャリアの総数を基準にして、サ
ンプル中の少なくとも７５％、好ましくは少なくとも８０％、より好ましくは少なくとも
９０％の合成ナノキャリアの最大寸法は５μｍ以下である。好ましくは、サンプル中の合
成ナノキャリアの総数を基準にして、サンプル中の少なくとも７５％、好ましくは少なく
とも８０％、より好ましくは少なくとも９０％の合成ナノキャリアの最小寸法は、１１０
ｎｍ以上、より好ましくは１２０ｎｍ以上、より好ましくは１３０ｎｍ以上、なおもより
好ましくは１５０ｎｍ以上である。好ましくは、サンプル中の合成ナノキャリアの総数を
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基準にして、サンプル中の少なくとも７５％、好ましくは少なくとも８０％、より好まし
くは少なくとも９０％の合成ナノキャリアの最大寸法は、３μｍ以下、より好ましくは２
μｍ以下、より好ましくは１μｍ以下、より好ましくは８００ｎｍ以下、より好ましくは
６００ｎｍ以下、なおもより好ましくは５００ｎｍ以下である。好ましい実施形態では、
サンプル中の合成ナノキャリアの総数を基準にして、サンプル中の少なくとも７５％、好
ましくは少なくとも８０％、より好ましくは少なくとも９０％の合成ナノキャリアの最大
寸法は、１００ｎｍ以上、より好ましくは１２０ｎｍ以上、より好ましくは１３０ｎｍ以
上、より好ましくは１４０ｎｍ以上、なおもより好ましくは１５０ｎｍ以上である。合成
ナノキャリアサイズの測定は、合成ナノキャリアを（通常は水性の）液体媒体に懸濁して
動的光散乱を使用して（例えばＢｒｏｏｋｈａｖｅｎ　ＺｅｔａＰＡＬＳ装置を使用して
）得られる。
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